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コミュニティたづるの 規約 

 

第1章 総 則 

 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は、コミュニティたづるの（以下、「本会」という。）と称し、事務所を田鶴野地区コミ

ュニティセンター（豊岡市野上162番地）内に置く。 

 

（目的） 

第２条 本会は、田鶴野地区（以下「地区」という。）における共通の課題解決を図り、「共に助け合

い、みんなでつくる活力ある新しいコミュニティ」の構築を目的とし、自主的、主体的に地域活動を

行うものとする。 

 

（事業） 

第３条 本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 地区の課題を解決し、活性化を図るための事業 

(2) 地区の課題解決に向けての協議、学習等に関すること。 

(3) 会員相互の連携に関すること。 

(4) その他本会の目的を達成するために必要なこと。 

 

第２章 組 織 

（会員） 

第４条 本会の会員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 地区に居住する住民 

(2) 地区で活動する団体 

(3) 地区に住所を置く事業所 

(4) その他会長が必要と認めるもの 

 

（組織） 

第５条 本会の運営にあたり次の会議を設置する。 

(1) 総会 

(2) 役員会 

(3) 部会 

２ 本会は、必要に応じて運営会議を設置することができる。 

 

（総会） 

第６条 総会は、各区長、各部会長及び別表に定める各種組織・団体の長により構成する。 

２ 総会は、会長が招集し、議長はその総会において、出席者の中から選出する。 

３ 総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は毎年１回開催し、次の事項を審議し、議決する。

臨時総会は、会長が必要と認めたとき、総会の構成員の３分の１以上から請求があったとき又は監事

から開催の請求があったとき開催する。 

(1) 予算、決算及び事業計画、事業報告に関すること。 

(2) 役員の選任・解任に関すること。 

(3) 規約に関すること。 
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(4) その他本会の重要な運営に関すること。 

４ 総会は、構成員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもって議事を決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

５ 総会の議事については、議事録を作成し、出席者のうちから選任した１名と議長とともに署名押印

する。 

６ 総会は公開とし、会員で傍聴を希望する者は、傍聴することができる。 

 

（役員会） 

第７条 役員会は第１０条に定める役員及び各区長をもって組織し、定期的に又は必要に応じて会長が

招集し、次の事項を審議する。 

(1) 総会に付すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（部会） 

第８条 本会に部会を置く。 

２ 部会は、各所管事項の企画及び執行にあたる。 

３ 部会員は、会員から選任又は本会が公募した者をもって構成する。 

４ 部会長は、部会員の互選により選任する。 

５ 必要に応じ、部会に副部会長及び会計を置くことができる。副部会長及び会計は、部会構成員の互

選により選任し、会長が指名する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

７ 会計は、部会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。 

８ 副部会長及び会計の任期は、役員の任期に準じる。 

９ 部会は、部会長が招集する。 

10 部会は、次のとおりとする。 

(1) 文化教養部会 

(2) 体育健康部会 

(3) 福祉ふれあい部会 

(4) 子育て部会 

(5) 防犯防災部会 

(6) ふるさと振興部会 

 

（運営会議） 

第９条 運営会議は、必要に応じて会長が招集する者をもって構成する。 

２ 運営会議は、各部会に係る課題、事業の執行等について、連絡、調整を図る活動を行う。 

 

第３章 役 員 

（役員） 

第10条 本会に次の役員を置く。 

(1) 会長 １名 

(2) 副会長 ２名 

(3) 会計 １名 

(4) 監事 ２名 

(5) 部会長 各部会１名 
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２ 会長、副会長及び会計は、部会長を兼務できる。 

３ 必要に応じて役員会の承認を得て、本会に相談役又は顧問を置くことができる。 

 

（役員の選出） 

第11条 役員は、総会において選出する。 

 

（役員の任務） 

第12条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、（副会長が複数名置

かれている場合は、会長があらかじめ指名した順序によって）その職務を代理する。 

(3) 会計は、本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。 

(4) 監事は、本会の会計監査を行い、これを総会に報告する。 

  (5) 部会長は、担当部会の運営にあたる。 

 

（役員の任期） 

第13条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第４章 財 務 

（経費） 

第14条 本会の運営に関する経費は、交付金、補助金、負担金、寄付金及びその他の収入をもって充て

る。 

 

（会計年度） 

第15条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

 

第５章 雑則 

（委任） 

第16条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。 

 

附則 

１ この規約は、平成２８年１２月２５日から施行する。 

２ 本会の設立された日の属する年度の役員任期は、第13条の規定にかかわらず、設立日から平成 

２９年３月３１日までとする。 

３ 本会の設立された日の属する年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立日から平成

２９年３月３１日までとする。 

 ４ この規約は、平成２９年４月２２日から一部を改正し施行する。 

 


